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           主      文 

１ 被告は，被告補助参加人らに対し，連帯して３２７万８０９３円及び

内３１８万１０２１円に対する平成２１年４月１日から支払済みまで年

５分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 

２ 甲事件原告らのその余の請求を棄却する。 

３ 乙事件に係る訴えを却下する。 

４ 訴訟費用（補助参加によって生じた費用を除く。）の負担については

以下のとおり定める。 

(1) 甲事件原告らの負担 甲事件原告らに生じた費用の５分の４，被

告に生じた費用の５分の２ 

(2) 乙事件原告らの負担 乙事件原告らに生じた費用の全部，被告に

生じた費用の２分の１ 

(3) 被告の負担 甲事件原告らに生じた費用の５分の１，被告に生じ

た費用の１０分の１ 

５ 補助参加によって生じた費用の負担については以下のとおり定める。 

(1) 甲事件原告らの負担 甲事件原告らに生じた費用の５分の４，被

告補助参加人らに生じた費用の５分の２ 

(2) 乙事件原告らの負担 乙事件原告らに生じた費用の全部，被告補

助参加人らに生じた費用の２分の１ 

(3) 被告補助参加人らの負担 甲事件原告らに生じた費用の５分の１，

被告補助参加人らに生じた費用の１０分の１ 

           事 実 及 び 理 由 

第１ 請求（甲・乙事件共通） 

被告は，被告補助参加人らに対し，１５２８万０９１８円及びうち１１７５

万０８２１円に対する平成２１年４月１日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払うよう請求せよ。 



 2

第２ 事案の概要 

１ 事案の骨子 

大阪市は，P 社会福祉協議会（被告補助参加人。以下「本件地域社協」とい

う。）に対し，社会福祉法人 U 社会福祉協議会（以下「本件市社協」とい

う。）及び社会福祉法人 V 社会福祉協議会（以下「本件区社協」という。）

を通じて，本件地域社協が実施する高齢者食事サービス事業（以下「本件事

業」という。）に係る補助金(以下｢本件補助金｣という｡)を交付している。 

本件は，大阪市の住民である原告ら（甲事件原告ら及び乙事件原告らをいう。

以下特記しない限り同じ。）が，本件地域社協が本件補助金の一部を目的外に

支出し，又は違法に保有していると主張して，被告に対し，ⅰ 本件地域社協

に対しては，不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律７８条の準用に基づく損害賠償請求として，ⅱ 本件地域社協の代表者会長

であるＱ（被告補助参加人。以下「Ｑ」という。）に対しては，不法行為に基

づく損害賠償請求として，それぞれ１５２８万０９１８円及びうち１１７５万

０８２１円に対する平成２１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による

金員の支払請求をすることを求める住民訴訟である。 

原告らは，本件地域社協に交付された本件補助金の一部につきそれぞれ各年

度の末日に返還義務が確定し，その翌日から法定利息又は遅延損害金（以下，

併せて「法定利息等」ということがある。）が発生することを前提として，不

当利得金又は損害賠償金並びにこれらに対する返還義務の発生日の翌日（ただ

し，平成９年度までに交付された本件補助金については平成１０年４月１日）

から支払済みまでの法定利息等の支払を求めるよう請求している。 

２ 前提事実（争いがないか，各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

(1) 当事者等 

ア 原告らは，大阪市の住民である。 
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イ 本件市社協は，大阪市内において設立された市町村社会福祉協議会（社

会福祉法１０９条１項）である。 

ウ 本件区社協は，大阪市 a 区内において設立された地区社会福祉協議会

（社会福祉法１０９条２項。以下，大阪市内に設立された地区社会福祉協

議会一般を単に｢区社協｣という｡）の１つである。 

エ 本件地域社協は，大阪市 a 区内にある地域社会福祉協議会（大阪市内

においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行

う権利能力なき社団。以下単に「地域社協」という。）の１つであり，本

件市社協及び本件区社協に参加している。 

Ｑは，平成１０年度から現在まで本件地域社協の代表者である会長の地

位にある。 

（以上アからエまでにつき，争いがない） 

(2) 本件事業の概要 

ア 本件事業は，本件市社協が承認した区社協又は地域社協がボランティア

等の協力を得て，配食又は会食により，大阪市内に居住するおおむね６５

歳以上の者であって，ⅰ 一人暮らしであるもの，ⅱ 高齢者のみの世帯

に属するもの，ⅲ 寝たきり状態にあるもの，ⅳ ⅰからⅲまでに準ずる

ものであって，食事サービスを受けることを必要とするものに，食事を提

供する事業である（本件補助金の交付に係る申請，決定等について必要な

事項を定めた大阪市高齢者食事サービス事業補助金交付要綱（平成元年４

月１日大阪市民生局要綱第３号，以下「本件要綱」という。）４条，５条。

乙１の１）。 

 本件事業における配食又は会食の提供方法については，ボランティアが

調理したものを提供する方法を採る地域社協と，業者から購入したものを

提供する方法を採る地域社協とが存在する（乙７，８）。 

イ 本件地域社協では，昭和５９年から本件事業を実施しており，上記アの
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提供方法のうち，ボランティアが調理したものを提供する方法を採ってい

る。Ｑは，本件地域社協において本件事業を主管する食事サービス委員会

（以下「本件委員会」という。）の委員長を務めている。（争いがない） 

(3) 本件補助金に関する大阪市の規定 

ア 平成１０年度から平成１２年度まで 

平成１０年４月１日当時施行されていた本件要綱（平成１３年大阪市民

生局要綱第２号による改正前のもの。）の内容は，以下のとおりである

（乙２３）。 

(ア) 補助金交付の対象となる経費は，本件事業を行うために要する経費

であって，下記の経費とし，同額を交付する（５条，４条及び別表）。 

記 

ａ 調理に要する経費 

１食につき１５０円以内 

ｂ 活動経費 

(a) 年間活動経費 

実施回数 業者による調理 ボランティアによる調理 

週３回実施の場合 年間２４万円 年間２８万円 

週２回実施の場合 年間１８万円 年間２２万円 

週１回実施の場合 年間１２万円 年間１６万円 

月３回実施の場合 年間１０万円 年間１２万円 

月２回実施の場合 年間 ８万円 年間１０万円 

月１回実施の場合 年間 ４万円 年間 ５万円 

(b) 年間活動経費の配食加算 

５００食配食するごとに５０００円を年間活動経費に加算する。

ただし，１か所あたり１０万円を限度とする。 

(c) 事業開始経費 
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新規に事業を開始する場合の備品購入，研修等に要する費用 

１５万円以内 

(d) 協議会が事業を行うための経費 

本件市社協が区社協及び地域社協の指導育成等を行うための経費

であって，被告が承認した額。 

(イ) 本件市社協の会長は，大阪市が指定する日までに所定の様式の交付

申請書を被告に提出しなければならない（６条）。 

(ウ) 補助金の交付条件は，次のとおりとする（７条１項）。 

ａ 本件事業に要する経費の大幅な変更を行う場合には，被告の承認を

受けなければならない。 

ｂ 本件事業を中止し，又は廃止する場合には，被告の承認を受けなけ

ればならない。 

ｃ 本件事業により取得した財産は，善良な管理者の注意を持って管理

するとともにその効果的な運用を図らなければならない。 

(エ) 被告は，補助金の使用目的が補助金交付の趣旨に沿わないと認めた

ときは，この補助金の全部又は一部を取り消し，補助金の返還を求める

ことがある（７条２項）。 

(オ) 本件事業の実績報告は，事業実績報告書により，補助金交付決定に

係る会計年度終了後４５日以内に報告しなければならない（９条）。 

イ 平成１３年度から平成１７年度まで 

大阪市は，平成１３年大阪市民生局要綱第２号による改正（同年４月１

日施行）により，本件要綱別表の「調理に要する経費」（前記ア(ア)ａ）

の補助額を「１食につき２５０円以内」と改めた（乙１の３）。 

ウ 平成１８年度 

(ア) 本件規則の制定 

大阪市は，補助金等施行規則（平成１８年２月２４日規則第７号，以
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下「本件規則」という。）を定め，同年４月１日に施行した。その内容

は，以下のとおりである（乙２）。 

ａ この規則は，別に定めがあるもののほか，補助金等の交付の申請，

決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的

事項を規定することにより，補助金等の交付の不正な申請及び補助金

等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金

等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする（１条）。 

ｂ 補助金の交付の申請をしようとする者は，被告の定める期日までに，

所定の事項を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書又はこれに

相当する書類その他被告が必要と認める書類を添付して，これを被告

に提出しなければならない（４条）。これに対し，被告は，当該申請

に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，補助金等

を交付すべきものと認めたときは，速やかに交付の決定をするものと

する（５条１項）。 

ｃ 被告は，補助金等の交付の決定をするときは，次に掲げる条件を付

するものとする（６条）。 

(a) 補助事業等の内容，経費の配分又は執行計画の変更(被告が認め

る軽微な変更を除く。)をする場合には，被告の承認を受けるべき

こと 

(b) 補助事業等を中止し，又は廃止する場合には，被告の承認を受

けるべきこと 

(c) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の

遂行が困難となった場合には，速やかに被告に報告してその指示を

受けるべきこと 

(d) 被告が，補助金等に係る予算の執行の適正を期するため，補助

事業者に対して報告を求め，又はその職員に当該補助事業者の事務
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所，事務所等に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査させ，若し

くは関係者に質問させる必要があると認めたときは，これに協力す

べきこと 

ｄ 補助事業を行う者は，補助事業が完了したとき（補助事業が継続し

て行われている場合には各年度ごとに被告が定める期日とする）は，

収支決算書等を添付した報告書により補助事業の成果を被告に報告し

なければならない（１４条）。 

ｅ 被告は，上記報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査

等により，当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し，適

合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，当該補助事

業者に通知する（１５条）。 

ｆ 被告は，上記ｄに係る成果の報告を受けた場合において，当該報告

に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条

件に適合しないと認めるときは，当該補助事業につき，これに適合さ

せるための措置をとるよう当該補助事業者に指示することができる

（１６条）。 

ｇ 被告は，補助事業者が，補助金を他の用途に使用し，その他補助事

業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法

令等又はこれに基づく被告の処分に違反したときは，補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すものとする（１７条１項）。この場合

において，被告は，補助事業の当該取消しに係る部分に関し，既に補

助金が交付されているときは，期限を定めてその返還を命ずる（同条

２項）。 

(イ) 本件要綱の改正 

大阪市は，本件規則の制定を受けて，本件要綱の内容を，以下のとお
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り改め，平成１８年４月１日に施行した（乙１の２）。 

ａ 補助金交付の対象となる経費は，本件事業を行うために要する経費

であって，下記の経費とする（６条，別表）。 

記 

(a) 事業を行うための経費 

ⅰ 年間活動費 

１食につき２５０円 

ⅱ 年間運営費 

実施回数 業者による調理 ボランティアによる調理 

週３回実施の場合 年間２４万円 年間２８万円 

週２回実施の場合 年間１８万円 年間２２万円 

週１回実施の場合 年間１２万円 年間１６万円 

月３回実施の場合 年間１０万円 年間１２万円 

月２回実施の場合 年間 ８万円 年間１０万円 

月１回実施の場合 年間 ４万円 年間 ５万円 

ⅲ 配食加算費 

５００食配食するごとに５０００円を年間活動経費に加算する。

ただし，１か所あたり１０万円を限度とする。 

ⅳ 新規事業費 

新規開始時，食事サービス事業に必要な備品，消耗品費の購入

及び研修等に要する費用（工事費用は認めない。） 

ただし，１か所あたり１５万円を限度とし，初年度のみとする。 

ⅴ 給食設備費 

食事サービス事業に必要な備品，消耗品費の買換え及び追加購

入に要する費用（工事費用は認めない。） 

ただし，１か所あたり５万円を限度とし，３年間に１回とする。 
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ⅵ 検便費 

調理するボランティアの検便にかかる費用 

１回につき８００円 

(b) 本件市社協が事業を行うための経費 

本件市社協が区社協及び地域社協の指導育成等を行うための費用

であって，予算の範囲内において交付。 

ⅰ 人件費（１名） 

ⅱ 賠償責任保険料 

ⅲ ボランティア保険料 

ⅳ 食事サービス連絡会費用 

ⅴ 広報啓発経費 

ⅵ 衛生経費 

ⅶ 衛生・栄養・調理研修経費 

ⅷ 事務費 

ｂ 本件市社協の会長が補助金の交付を申請するときは，「大阪市高齢

者食事サービス事業補助金交付申請書」に所定の事項を記載し，毎年

４月末日までに提出しなければならない（８条）。 

ｃ 本件市社協の会長は，本件事業が完了したときは，「大阪市高齢者

食事サービス事業実績報告書」に所定の事項を記載し，被告に報告し

なければならない（１４条）。被告は，上記実績報告を受け，本件事

業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めるときは，「大阪市高齢者食事サービス事業補助金額確定通知

書」により本件市社協の会長に通知する（１５条）。 

ｄ 被告は，本件規則１７条１項の規定により補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すときは，「大阪市高齢者食事サービス事業補助

金交付決定取消通知書」により本件市社協に通知する（１６条）。 
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エ 平成１９年度以降 

平成１８年度の本件要綱（上記ウ(イ)）に，以下の条項が加えられ，別

表の「配食加算費」（前記ウ(イ)ａ(a)ⅲ）が削除された（乙１の１）。 

(ア) 被告は，前記ウ(イ)ｃの手続により確定した補助金額が交付した金

額を下回る場合は，交付額と確定額の差額の戻入れを求めるものとする。

戻入れを求められた本件市社協の会長は，３０日以内に被告の指定する

方法により差額を納付しなければならない。（１５条２項） 

(イ) 前記ウ(イ)ｃの実績報告書から算出した補助金の金額が，交付した

金額を上回った場合も，交付額以上の金額による確定は行わない（１５

条３項）。 

(4) 本件市社協に対する本件補助金の交付 

ア 大阪市は，平成１０年度以前から平成１９年度まで，各年度ごとに，本

件事業に関し，本件市社協による交付申請，事業報告等上記(3)の定める

手続を経て，本件補助金を本件市社協に交付した（争いなし）。 

イ 平成１０年度から平成１９年度までの各年度において，本件市社協が被

告に対して提出した交付申請書添付の事業実施計画書（前記(3)ア(イ)，

ウ(イ)ｂ）には，当該年度に本件市社協が補助を行う予定である区社協及

び地域社協の一覧が記載されていた。 

本件市社協が交付申請をした補助金額は，あらかじめ区社協及び地域社

協が本件市社協に補助を求めた金額を基に定められていた。 

（以上につき，争いがない） 

ウ 上記イの各年度において，各年度の終了後に本件市社協が事業報告の際

に大阪市に提出していた報告書（前記(3)ア(オ)，ウ(イ)ｃ）には，区社

協を通じ地域社協において支出された本件補助金の額の内訳が，それぞれ

記載されていた。 

このうち，平成１４年度から平成１９年度までの本件地域社協における
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本件補助金の支出額は下記のとおり記載されていた（乙９から１４まで）。 

      記 

平成１４年度 １０５万８５５０円 

平成１５年度  １１８万４９５０円 

平成１６年度  １１７万８６８０円 

平成１７年度  １１５万６７００円 

平成１８年度  １１５万５９００円 

平成１９年度  １１５万８６００円 

    （合計６８９万３３８０円） 

エ 大阪市は，本件市社協による平成２０年度の本件補助金の交付申請に対

し，本件地域社協においては多額の剰余金が生じており事業運営に際して

補助金の交付を要しないとの理由により，申請額から１０７万５５００円

を減額した金額を交付した（乙２４）。 

(5) 本件市社協から本件区社協への本件補助金の交付 

本件市社協は，前記(4)イの各年度において，本件区社協その他の区社協

に対し，本件補助金を交付した（争いがない）。 

(6) 本件区社協から本件地域社協への本件補助金の交付 

ア 本件区社協は，前記(4)イの各年度において，本件地域社協その他の a

区内の地域社協に対し，本件補助金を交付した（争いなし）。 

イ 本件地域社協は，上記アの各年度の翌年４月頃，各年度に本件委員会が

実施した本件事業の実施状況（利用者数・食事提供数（以下「配食数」と

いう。）等）を記載した報告書を添えて，「高齢者食事サービス事業補助

金精算書及び追加・戻入補助金申請書」を本件区社協に提出していた。同

書面には，各年度に本件地域社協が本件区社協から交付を受けた本件補助

金について，その交付額と，精算額が記載されていた。 

ウ 平成１４年度から平成１９年度までの間に，本件区社協から本件委員会
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名義の銀行口座（以下「本件銀行口座」という。）に対して振込送金され

た額は，合計７０８万５７５０円である（丙１，３）。 

(7) 本件委員会の会計状況 

ア 本件委員会は，本件地域社協の実施する本件事業の利用者から，平成１

８年４月以前は２５０円，同年５月以降は３００円の利用料を徴収してい

た（争いがない。以下，本件委員会の上記収入を，「利用料収入」とい

う。）。 

イ 本件地域社協は，本件事業に係る会計を，その余の事業に係る会計と区

別して処理しており，本件委員会は，本件補助金，利用料収入及びそれ以

外の収入（以下「その他の収入」という。）を，単一の銀行口座（本件銀

行口座）及び金銭出納帳（以下「本件金銭出納帳」という。丙２）で管理

していた（丙１７）。 

ウ 本件委員会が平成１０年度から平成２０年度までにした支出について，

本件金銭出納帳の摘要欄に材料費と記載されているものの合計額は，年度

ごとに下記のとおりであり，その余の支出は，別表１（別表１－１から別

表１－１１までをいう。以下同じ。）の各「日付」，「摘要」，「金額」

欄に記載のとおりである（丙２，３）。 

      記 

平成１０年度 １２０万５１８４円 

平成１１年度  １３５万７６６４円 

平成１２年度  １３０万２５１４円 

平成１３年度  １１３万６０３９円 

平成１４年度 １０５万８１８８円 

平成１５年度  １１６万５６７５円 

平成１６年度  １１６万３７７２円 

平成１７年度  １１８万８９００円 
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平成１８年度  １３８万０４１６円 

平成１９年度  １５１万８７７０円 

平成２０年度 １１９万７４７５円 

(8) 甲事件に係る監査請求及び提訴 

ア 甲事件原告らは，平成２０年３月１２日，大阪市監査委員に対し，本件

地域社協が本件補助金を不正に受給しているとして，被告に対して返還請

求等必要な措置を講ずるよう勧告することを求める住民監査請求（以下

「甲事件監査請求」という。）をした（甲１）。 

これに対し，大阪市監査委員は，甲事件監査請求には地方自治法２４２

条２項による期間制限の適用はないものの，平成１３年度以前の本件補助

金に係る返還請求権の行使を怠る事実については，当該返還請求権が時効

により消滅しているとして，平成１４年度以降の補助金に係る返還請求権

に係る監査請求についてのみ受理するとした上，当該返還請求権の存在は

認められるものの，被告がその行使を違法に怠っているとはいえないとし

て，平成２０年５月７日付けで監査請求を棄却した（甲７）。 

イ 甲事件原告らは，平成２０年６月６日，甲事件に係る訴えを提起した

（顕著な事実）。 

(9) 本件補助金に係る交付決定の一部取消しとその返還 

ア 大阪市は，平成２０年６月２日，本件市社協に対し，本件地域社協にお

ける本件補助金の使用目的が交付要件に沿わないとの理由により，本件規

則１７条１項に基づき，平成１４年度から平成１９年度に交付した本件補

助金の交付決定の一部取消決定を行い，下記の内訳で，合計２４８万６２

６２円の返還を求めた（乙２５，２６）。 

      記 

平成１４年度 ２０万２１５４円 

平成１５年度 ３９万５８５１円 
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平成１６年度 ９２万４１９９円 

平成１７年度       ０円 

平成１８年度    ２６７６円 

平成１９年度 ９６万１３８２円 

イ 本件市社協は，平成２０年６月３日，大阪市に２４８万６２６２円を返

還した（乙２７）。 

ウ 上記アの返還額の算定根拠は，以下のとおりである（弁論の全趣旨）。 

(ア) 平成１４年度から平成１９年度までにおいて，本件委員会がした支

出のうち，別表１－５から１－１０までの各「補助金使用の是非」，

「非とする理由」，「争いなし」欄に金額が記載されているものは，本

件事業以外の目的でされていることが確認され，その年度別の合計額は，

下記のとおりとなる。 

     記 

平成１４年度  ２９万９１８７円 

平成１５年度  ７９万６０６５円 

平成１６年度 １３２万４２３０円 

平成１７年度       １万円 

平成１８年度     ５０００円 

平成１９年度 １９１万０４５０円 

(イ) 平成１４年度から平成１９年度までにおいて，本件委員会のその他

の収入の年度別の合計額は，下記のとおりとなる。 

     記 

平成１４年度   ９万７０３３円 

平成１５年度  ４０万０２１４円 

平成１６年度  ４０万００３１円 

平成１７年度   ５万００３１円 
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平成１８年度     ２３２４円 

平成１９年度  ９４万９０６８円 

(ウ) 上記(ア)から上記(イ)を差し引いた金額が，各年度における返還額

（前記ア）となる。なお，平成１７年度については，本件事業の目的外

に支出された額が，その他の収入の額を下回ったため，目的外支出はな

いとみなし，補助金の返還は求めない。 

(10) 乙事件に係る監査請求及び提訴 

ア 乙事件原告らは，平成２１年３月３０日，大阪市監査委員に対し，本件

地域社協が甲事件監査請求後も本件補助金を不正に使用しているとして，

被告に対して返還請求等必要な措置を講ずるよう勧告することを求める住

民監査請求（以下「乙事件監査請求」という。）をした。 

これに対し，大阪市監査委員は，乙事件監査請求は，甲事件監査請求の

対象と同一の債権についての管理を怠る事実を対象としてされたものであ

り，甲事件原告にもなっている者がした監査請求については，要件を満た

さず住民監査請求の対象にはならないものであるとして，また，その余の

者がした監査請求については，改めて監査を行う必要はなく甲事件監査請

求の結果を引用すれば足りるとして，平成２１年４月２１日付けでその旨

乙事件原告らに通知した。 

（以上につき，甲８） 

イ 乙事件原告らは，平成２１年５月２１日，乙事件に係る訴えを提起した

（顕著な事実）。 

３ 本件の争点 

本件の争点は，以下のとおりである。なお，原告らは，被告補助参加人らの

丙２１，２２に係る証拠申出につき，時機に後れた攻撃防御方法として民事訴

訟法１５７条１項に基づく却下を申し立てている。 

(1) 本案前の争点 
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ア 甲事件の訴えの適法性 

イ 乙事件の訴えの適法性 

(2) 本案の争点 

ア 本件委員会の収入の額 

イ 本件地域社協は本件補助金の余剰を年度末に返還する義務を負うか 

ウ 本件委員会の支出に，本件補助金から支出できないものが含まれている

か 

エ 本件地域社協に対する不当利得返還請求権の成否 

オ Ｑ及び本件地域社協に対する損害賠償請求権の成否 

カ 消滅時効の成否 

キ 返還額又は損害額の算定において本件市社協による返還額を控除するこ

との可否 

４ 争点に係る当事者の主張 

(1) 本案前の争点について 

ア 本案前の争点ア（甲事件の訴えの適法性）について 

（被告の主張（被告補助参加人らの主張を含む。以下同じ。）） 

(ア) 大阪市が本件補助金を交付している相手方は本件市社協であり，本

件地域社協と直接やりとりを行うことはない。 

また，本件市社協が大阪市に対し本件補助金の交付申請を行う際には，

各区社協及び各地域社協の事業計画を取りまとめた申請書及び計画書が

提出されるだけであり，実質的なチェックは本件市社協において行い，

本件補助金の適正な運用を担保することにしている。 

(イ) 以上からすると，大阪市は，本件地域社協に対し，直接補助金の返

還請求等をすべき立場にはなく，また，行おうとしても行えないから，

甲事件の訴えは不適法なものであり，却下されるべきである。 

（原告らの主張） 
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被告の主張は争う。大阪市が被告補助参加人らに対して原告らの主張す

る請求権を有するか否かは本案の問題であり，被告の主張は失当である。 

イ 本案前の争点イ（乙事件の訴えの適法性）について 

（被告の主張） 

同一の住民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実

と同一の行為又は怠る事実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許さ

れない。 

乙事件監査請求は甲事件監査請求の反復であって，同一の怠る事実を対

象とするものであるから不適法であり，したがって，乙事件の訴えも不適

法なものとして却下されるべきである。 

（原告らの主張） 

被告の主張は争う。甲事件監査請求がされた平成２０年３月１２日以降

にされた目的外支出について，原告らは，これらの適否も甲事件の審理対

象に含まれると解するものの，甲事件監査請求の対象とされておらず，監

査請求前置を満たしていないと判断されるおそれは否定できない。このた

め，上記目的外支出に係る不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の行使

を求める乙事件監査請求を行い，乙事件を提起したものである。 

以上のような関係に照らすと，上記目的外支出が甲事件において審理の

対象にならない場合に備えて，乙事件を提起することは適法というべきで

ある。 

(2) 本案の争点について 

ア 本案の争点ア（本件委員会の収入の額）について 

（原告らの主張） 

本件銀行口座の通帳及び本件金銭出納帳によれば，平成１０年度から平

成２０年度までの各年度における，本件地域社協に対して交付された本件

補助金，利用料収入及びその他の収入の額は，別表２－１の「補助金額」，
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「利用料収入」及び「その他の収入」の各欄記載のとおりである。 

以上は，本件地域社協が本件区社協から受け入れた金員は全て本件補助

金の一部であるとして整理したものであり，平成２０年７月１１日に本件

区社協から振込送金を受けた２万５２５０円は，平成２０年度の補助金と

いうべきである。 

（被告の主張） 

平成１４年度から平成１９年度までの各年度において，本件地域社協に

対して交付された本件補助金，利用料収入及びその他の収入の額は，別表

２－２の「補助金額」，「利用料収入」及び「その他の収入」の各欄記載

のとおりである。平成２０年度は，本件補助金を交付していない。 

なお，平成１０年度から平成１３年度までの各年度については，資料の

保存年限が経過しており，認否できない。 

（被告補助参加人らの主張） 

本件補助金の精算は，年度を越えて行われることがある。平成２０年７

月１１日に本件区社協から本件地域社協に振込送金された２万５２５０円

は，平成１９年度の本件補助金の一部である。 

イ 本案の争点イ（本件地域社協は本件補助金の余剰を年度末に返還する義

務を負うか）について 

（原告らの主張） 

(ア) 本件補助金は，実際に補助対象となる本件事業の経費に充てた部分

のみ保有することができるのであり，年度末に補助金の余剰が生じた場

合，本件地域社協は，本件市社協を通じて速やかにそれを大阪市に返還

しなければならない。 

(イ) 被告は，本件地域社協は，実際に支出した金額にかかわらず，配食

数に応じ本件要綱の定める金額を保有することが認められ，余剰が生じ

ても返還義務を負わないと主張するが，以下のとおり失当である。 
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ａ 使途の定められた補助金に余剰が生じた場合，返還義務が生じるこ

とは理の当然であり，余った補助金を貯蓄することは認められない。 

ｂ 補助金の交付は，公益上必要がある場合にのみ認められるところ

（地方自治法２３２条の２），余った部分を交付先において貯蓄させ

る補助金は，公益上必要なものとはいえない。 

ｃ 平成１９年度の本件要綱１５条２項は，余った補助金の返還義務を

明文で定めている。 

（被告の主張） 

大阪市は，本件市社協に対する補助について，各区社協及び各地域社協

における配食数を基礎に補助額を決めており，精算手続においては，当初

の事業計画における配食数と現実の配食数の差の調整のみを行う。 

本件補助金は奨励的な補助の性質を有しており，本件事業実施に当たり

必要な経費は，本件補助金を充当してもらい，その不足分については，利

用者に負担を求めるものとしていて，そもそも余剰金が発生する余地はな

い。したがって，このような補助額の算定方法も適法であり，原告らの主

張するような精算方法は要求されない。 

ウ 本案の争点ウ（本件委員会の支出に，本件補助金から支出できないもの

が含まれているか）について 

（原告らの主張） 

平成１０年度から平成２０年度までに本件地域社協がした支出のうち，

以下のものに，本件補助金を支出することは認められない。なお，本来，

平成１９年度までに交付された本件補助金を，平成２０年度に支出するこ

とは認められないが，原告らとしては，本件補助金の趣旨に適合した支出

相当額については，平成２０年度にされたものであっても返還等を求めな

い。 

(ア) 摘要欄に「材料費」と記載されている支出について 
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本件現金出納帳の摘要欄に「材料費」として記載されている支出及び

利用料収入の額は別表３のとおりであるから，本件地域社協は，利用料

収入の不足額である合計１３４万２３９７円を，本件補助金から支出し

たことになる。 

しかし，以下の理由により，材料費は利用料収入から支出すべきであ

り，これを本件補助金から支出することは許されない。 

ａ 本件事業は，本件市社協が承認した区社協又は地域社協が実施する

事業であるところ，本件市社協の作成した大阪市高齢者食事サービス

事業実施要綱９条（昭和５２年４月１日制定。ただし，平成２０年４

月１日の改正前のもの。以下「本件市社協要綱」という。丙１４）は，

食事サービスの利用者は食事に要する材料費相当額を負担する旨定め

ており，現に利用者は利用料を支払っている。 

ｂ 本件事業の目的は，対象者たる高齢者の健康増進と地域社会との交

流を深めることであり，材料費の助成はこれに含まれない。 

ｃ 平成１８年度以前の本件要綱は，補助の対象となる経費として「調

理に要する経費」と規定していたところ，当該文言は，材料費を含ま

ない趣旨のものと理解するのが自然である。 

ｄ 本件地域社協は，平成１７年度以降，材料費として計上すべき支出

の一部を，別の費目で計上することにより，材料費と利用料収入が均

衡するよう調整していた。このことからすると，本件地域社協自身，

材料費が補助の対象に含まれないと考えていたことは明らかである。 

ｅ 社会福祉法２６条１項は，社会福祉法人は，その経営する社会福祉

事業（同法２条）に支障がない限り，公益を目的とする事業等を行う

ことができる旨定めている。社会福祉事業に該当しない本件事業にお

いて，通常の高齢者，ボランティア等，本件要綱が定める対象者以外

の者も食事の提供を受けているところ，仮に材料費が補助の対象に含
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まれるとすると，大阪市の実施する施設介護サービス，居宅介護サー

ビス，栄養改善事業その他の社会福祉事業において材料費が自己負担

とされていることと均衡を欠き，他の社会福祉事業に支障が出るよう

な補助となって同法２６条１項に違反するし，「公益上必要がある場

合」に当たらず地方自治法２３２条の２にも違反する。 

(イ) 材料費以外の支出について 

本件現金出納帳の摘要欄に「材料費」として記載されていない支出の

うち，別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」欄に金額が

記載されている支出は，以下の理由により，補助の対象に含まれない。

その年度ごとの合計額は，別表４の「違法支出額」，「補助対象外支

出」欄記載のとおりである（ただし，「材料費超過分」欄記載の金額を

除く。）。 

ａ 「実質的な材料費」 

別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「実質的な

材料費」欄に金額が記入されている支出は，その摘要欄の記載からみ

て材料費に分類されるべき支出であるから，補助の対象に含まれない

（前記(ア)参照）。 

ｂ 「争いなし」 

別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「争いな

し」欄に金額が記入されている支出は，原告らと被告との間で，補助

の対象とならないことについて争いがない（前記前提事実(9)ウ(ア)

参照）。 

ｃ 「被告基準でも違法」 

被告は，平成１３年度以前の支出については，補助の対象に含まれ

るか否かについて認否をしていないが，上記ｂの基準からすると，別

表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「被告基準でも
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違法」欄に金額が記入されている支出も，補助の対象とならないとい

うべきである。 

ｄ 「領収書なし」 

別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「領収書な

し」欄に金額が記入されている支出については，領収書がない，又は

他者若しくは他事業あての領収書しかない。本件地域社協は，別の補

助金の受給に関し，大阪市監査委員から，偽造の領収書を提出してい

た，同一店からの領収書が多い，大量のお茶を果物店から購入してい

るなどの問題を指摘され，謝罪したことがある。このことからすると，

本件において，領収書がない，又は領収書が不完全な支出は，補助金

行政の透明性確保の観点から，補助の対象とならないとみなすべきで

ある。 

ｅ 「給食設備費」 

平成１７年度以前の本件要綱は，備品購入等の経費については，新

規事業開始時の「事業開始経費」のみを補助金交付の対象としていた。

したがって，本件地域社協が平成１０年度から平成１７年度までの間

にした備品購入等の支出は補助の対象にならない。 

他方，平成１８年度以降の本件要綱は，「給食設備費」を設け，一

定の範囲で備品購入等の経費に補助金を支出することを認めているが，

本件地域社協は，「給食設備費」の支給を申請していないのであるか

ら，本件地域社協においては，平成１８年度以降についても，備品購

入等の支出に補助金を充てることは認められない。 

別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「給食設備

費」欄に金額が記入されている支出は，備品購入等の支出であり，上

記の理由から補助の対象とならない。 

ｆ 「その他」 



 23 

別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「その他」

欄に金額が記入されている支出は，「備考」欄記載の理由により，補

助の対象とならない。 

（被告の主張） 

(ア) 材料費について 

以下の理由により，本件補助金から材料費を支出することも許される。 

ａ 本件要綱が，「調理に要する経費」の交付額を１食２５０円と定め

ていたのは，材料費も補助の対象に含める趣旨である。仮に，原告ら

の主張するとおり，材料費が補助の対象に含まれないとすると，「調

理に要する経費」（平成１８年度以降は「年間活動費」）として補助

が認められるのは，水道光熱費，調理場の使用料に限定されるから，

その金額を直接支給する旨を定めるはずである。 

また，補助の対象が原告ら主張のように限定されているとすると，

本件事業に係る経費のうちごくわずかな部分しかカバーできないこと

になり，結果として補助金の意味をなさないことになる。 

ｂ 本件事業は，ボランティア等の協力を得て，配食又は会食により，

対象者に食事を提供する事業であるところ，提供する食事の調理を外

部業者に委託する場合とのバランスに鑑みると，食材の援助も，当然

に本件補助の対象に含まれる。 

ｃ 本件市社協要綱９条は，本件市社協が利用者負担を求めることがで

きる旨とその目安を示したものにすぎず，本件補助金を食事の材料費

に充てることを排除する趣旨のものと解すべき根拠はない。 

(イ) 材料費以外の支出について 

本件地域社協の平成１４年度から平成１９年度までの支出のうち，別

表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「争いなし」欄に金

額が記入されている支出は，前記前提事実(9)ウ(ア)のとおり，補助対
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象に含まれないが，その余の支出は補助の対象に含まれる。 

（被告補助参加人らの主張） 

(ア) 材料費について 

原告らの中には，実際に本件委員会の実施する本件事業に参加してい

た者もいるが，そうした者も参加していた当時，本件補助金を材料費に

使用することについて，何らの疑問も示していなかった。 

(イ) 材料費以外の支出について 

原告らが，材料費に当たるとの理由以外で補助対象に含まれないと主

張する支出は，いずれも，別表５「意見」欄記載の理由のとおり，いず

れも補助の対象となる支出であるか，運営費，会費，寄付金等で賄えて

いるものである。 

エ 本案の争点エ（本件地域社協に対する不当利得返還請求権の成否）につ

いて 

（原告らの主張） 

(ア) 本件地域社協は，前記イ（原告らの主張）のとおり，各年度末ごと

に，本件補助金を目的に沿った適法な支出額の実費で精算し，余った分

を返還しなければならないにもかかわらず，これより過大な精算額を申

告し，余った補助金を目的外に支出し，又は違法に保有した。そして，

Ｑは上記返還義務があることについて悪意であるから，本件地域社協も

悪意の受益者に当たる。 

したがって，本件地域社協は，大阪市に対し，民法７０４条前段に基

づき，別表４「不当利得・損害額」欄記載の額（合計１１７５万０８２

１円）及びこれに対する各年度の補助金を精算すべき時期である各年度

の末日の翌日から支払済みまで年５分の割合による法定利息（平成２１

年３月３１日までに発生した確定利息は，別表６のとおり，３５３万０

０９７円である。）を支払う義務を負う。 
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(イ) 返還額の算定過程は以下のとおりであり，本件地域社協は，利用料

収入を材料費に，その他の収入を補助の対象とならない支出に，それぞ

れ優先的に充てたとみなしている。 

ａ 補助金を目的外に支出した額 

前記ウ（原告らの主張）(イ)に挙げた補助の対象とならない支出の

合計額（別表４「補助対象外支出 小計」欄）から，その他の収入の

額（同表「その他の収入」欄）を差し引いた金額（同表「違法支出 

合計」欄）の補助金が，補助の対象とならない支出に充てられたこと

になる。 

ｂ 補助金を違法に貯蓄した額 

本件地域社協は，平成９年度から平成２１年度までの各年度末時点

において，別表４「各年度末の現預金残高」欄記載の金額の現預金を

有していたところ，利用料収入は材料費に充てられており，その他の

収入は本件補助金の対象とならない支出に充てられているものとみな

して計算すると，貯蓄の原資は本件補助金となる。 

したがって，平成１０年度から２０年度まで，各年度末日（ただし，

平成２０年度は，同年１２月１５日）の現預金残高から前年度末日の

現預金残高を控除した残余の金額（同表「違法貯蓄 各年度の貯蓄金

額」欄）が，各年度に本件補助金から違法に貯蓄されたというべきで

ある。 

なお，昭和５９年度以降の本件金銭出納帳によれば，平成９年度末

時点の現預金残高である１７７万７７４４円も，全額が本件補助金を

原資とするものと推認されるから，上記金額も本件補助金を違法に貯

蓄した金額に含まれる。 

(ウ) 被告は，大阪市と本件地域社協は直接本件補助金をやりとりしない

ことを指摘するが，転得者との関係においても不当利得返還請求権は成
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立するから，被告の主張は失当である。 

また，大阪市が本件地域社協の年間事業計画の詳細に係る実質的なチ

ェックを行っていなかったことは，大阪市による債権管理がずさんであ

ったことの裏付けであり，請求権が成り立たない理由にはならない。 

（被告の主張） 

大阪市が本件地域社協に対する不当利得返還請求権を有しないことは，

前記(1)ア（被告の主張）で主張したとおりである。 

また，前記イ及びウの原告らの主張は失当であり，それを前提とした不

当利得返還請求権に係る主張も失当である。 

オ 本案の争点オ（Ｑ及び本件地域社協に対する損害賠償請求権の成否）に

ついて 

（原告らの主張） 

平成１０年度から平成２０年度までにおいて，Ｑが本件市社協及び本件

区社協を通じて大阪市に対してした補助金の精算額等の報告は，上記エの

本件補助金の違法使用及び違法貯蓄を故意に隠ぺいして行われた虚偽のも

のであり，上記行為は民法上の不法行為を構成し，Ｑは大阪市に対して損

害賠償義務を負う。 

また，Ｑの行為は，本件地域社協の代表者会長として行ってきたもので

あり，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律７８条の準用により，

本件地域社協も大阪市に対して損害賠償責任を負う。 

損害額及び遅延損害金の発生時期は，上記エ（原告らの主張）と同様で

ある。 

（被告の主張） 

大阪市がＱ及び本件地域社協に対する損害賠償請求権を有しないことは，

前記(1)ア（被告の主張）で主張したとおりである。 

また，前記イ及びウの原告らの主張は失当であり，それを前提とした損
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害賠償請求権に係る主張も失当である。 

カ 本案の争点カ（消滅時効の成否）について 

（被告の主張） 

(ア) 原告らの主張する請求権は，実質的には，補助金交付の一部取消し

に基づく返還請求権に該当するから，地方自治法２３６条により，その

消滅時効期間は５年である。大阪市公文書管理条例６条２項及び別表に

より，補助金に関する文書の保管期間が５年とされているのは，その証

左である。 

(イ) したがって，平成１０年度から平成１３年度までに交付された本件

補助金に係る請求権は，各年度に大阪市が本件市社協から実績報告を受

けた時点から５年が経過した平成１９年５月１４日までに時効消滅して

いる。 

（原告らの主張） 

被告の主張は争う。 

原告らが主張する請求権は，民法上の不当利得返還請求権及び不法行為

に基づく損害賠償請求権であり，他の法律に定めがある場合に当たるから，

地方自治法２３６条は適用されない。 

キ 本案の争点キ（返還額又は損害額の算定において本件市社協による返還

額を控除することの可否）について 

（被告の主張） 

大阪市は，本件市社協に対し，本件市社協を通じて本件地域社協に交付

された補助金の一部について，その使用目的が交付要件に沿わないとの理

由により，交付決定を一部取り消した上で，２４８万６２６２円の返還を

求め，本件市社協はこれに応じて同額の金員を返還した。 

したがって，仮に大阪市が本件地域社協に対して何らかの請求権を取得

しているとしても，上記金額は控除されるべきである。 
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（被告補助参加人らの主張） 

本件市社協が，大阪市に対して返還した２４８万６２６２円は，Ｑが個

人で返還したものであって，本件銀行口座から出金したものではない。 

（原告らの主張） 

本件銀行口座には２４８万６２６２円を返還した形跡はない。 

補助金行政の適正を担保するためには，目的外支出を行った者自身に相

当額の返還をさせなければならない。したがって，上記金員を本件地域社

協が返還したと認められない限り，損害額等から控除することは認められ

ない。 

(3) 時機に後れた攻撃防御方法 

（原告らの主張） 

被告補助参加人らの丙２１，２２に係る証拠申出は，争点整理も終了し，

証人尋問を経た後にされており，その内容も反対尋問が必要なものであるか

ら，時機に後れた攻撃防御方法として，民事訴訟法１５７条１項に基づき却

下されるべきである。 

第３ 争点に対する判断 

本件事案に鑑み，まず，本案の争点について検討を加える。 

１ 本案の争点ア（本件委員会の収入の額）について 

本案の争点アのうち，平成１０年度から平成２０年度までの本件委員会のそ

の他の収入の額について検討する。 

(1) 平成１０年度から平成１３年度まで及び平成２０年度 

平成１０年度から平成１３年度まで及び平成２０年度のその他の収入の額

について，証拠（丙１から３まで）及び弁論の全趣旨によれば，原告らの主

張する金額どおりと認定することができ，これに反する証拠はない。 

(2) 平成１４年度から平成１９年度まで 

平成１４年度から平成１９年度までの本件地域社協のその他の収入の金額
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について検討するに，まず，平成１４年度，平成１６年度及び平成１８年度

については当事者間に争いがない。 

次に，平成１５年度，平成１７年度及び平成１９年度については，原告ら

の主張する金額が，被告の主張する金額を５万円ずつ下回っているところ，

証拠（丙１から３まで）によれば，その原因は，ⅰ 平成１５年７月２８日

付け，ⅱ 平成１７年６月２０日付け，及びⅲ 平成１９年７月９日付けで

された本件区社協から本件地域社協宛ての各送金（金額５万円）による収入

を，原告らは補助金として計上しその他の収入に計上していないのに対し，

被告はこれをその他の収入に計上していることによるものと理解できる。 

被告補助参加人らが上記各入金がいかなる趣旨のものかを明らかにするこ

とについて特段の支障があるとは考えにくいにもかかわらず，その趣旨を明

らかにしていないことに照らすと，上記振込みは，原告らの主張するとおり

本件補助金の一部として入金されたものと認めるのが相当である。したがっ

て，平成１４年度から平成１９年度までの本件地域社協のその他の収入の額

については，いずれも原告らの主張する金額どおりと認定するのが相当であ

る。 

(3) 小括 

以上のとおり，平成１０年度から平成２０年度までの本件委員会のその他

の収入の金額については，原告らの主張する金額を採用すべきであり，具体

的には別表２－１「その他の収入」欄記載のとおりとなる。 

２ 本案の争点イ（本件地域社協は本件補助金の余剰を年度末に返還する義務を

負うか）について 

(1) 前記前提事実（第２の２），証拠（各項括弧内に記載）及び弁論の全趣

旨によれば，以下の事実が認められる。 

ア 平成１４年度から平成１９年度までの本件補助金について，本件地域社

協が本件区社協に対して提出した「高齢者食事サービス事業補助金精算書
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及び追加・戻入補助金申請書」について，現在本件地域社協が手元で保管

している控えには，本件地域社協に対する本件補助金の精算額の算定根拠

として，以下の数字が記載されている（前記前提事実(6)イ）。 

(ア) 平成１４年度 １００万８５５０円（丙７。ただし，ａからｆまで

の金額を合計すると１０５万８５５０円となり，平成１４年度のみ合計

額が一致しない。） 

ａ 活動費 ２５０円×３１５５食＝７８万８７５０円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 配食加算金 ５０００円 

ｄ 給食設備費 ５万円 

ｅ 検便費 ４万４８００円 

ｆ 事務費 １万円 

(イ) 平成１５年度 １１８万４５００円（丙８） 

ａ 活動費 ２５０円×３４３６食＝８５万９０００円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 配食加算金 ５０００円 

ｄ 給食設備費 ８万２５００円 

ｅ 検便費 ４万８０００円 

ｆ 試食研修会費 ３万円 

(ウ) 平成１６年度 １１７万８６８０円（丙９） 

ａ 活動費 ２５０円×３７３３食＝９３万３２５０円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 配食加算金 １万円 

ｄ 検便費 ４万８８００円 

ｅ 試食研修会費 ２万６６３０円 

(エ) 平成１７年度 １１５万６７００円（丙１０） 



 31 

ａ 活動費 ２５０円×３５１８食＝８７万９５００円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 配食加算金 １万円 

ｄ 給食設備費 ５万円 

ｅ 検便費 ４万７２００円 

ｆ 事務費 １万円 

(オ) 平成１８年度 １１５万５９００円（丙１１） 

ａ 活動費 ２５０円×３７４２食＝９３万５５００円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 配食加算金 １万円 

ｄ 検便費 ５万０４００円 

(カ) 平成１９年度 １１６万２８５０円（丙１２） 

ａ 活動費 ２５０円×３８１３食＝９５万３２５０円 

ｂ 運営費 １６万円 

ｃ 検便費 ４万９６００円 

イ 平成１４年度から平成１９年度までの各年度の終了後に本件市社協が大

阪市に対して提出した決算報告書の記載内容は，以下のとおりである（乙

９から１４まで）。 

(ア) 各地域社協に対する補助の対象とした支出費目は，以下のとおりと

されていた。 

ａ 平成１４年度，平成１７年度，平成１８年度 

活動費，運営費，配食加算金，設備費，検便費，新規事業費，試

食・研修費，事務費 

ｂ 平成１５年度，平成１６年度 

活動費，運営費，配食加算金，設備費，検便費，新規事業費，試

食・研修費 
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ｃ 平成１９年度 

精算活動費，精算運営費，設備費，検便費 

(イ) 各地域社協に対する本件補助金の精算額は，上記(ア)の項目ごとに，

以下のとおりとされていた。 

ａ 活動費は，いずれも，２５０円に当該地域社協における配食数を乗

じた金額とされている。 

ｂ 運営費は，大部分が，当該地域社協における配食数を当てはめた場

合に本件要綱によって算出される金額（２８万円，２４万円，２２万

円，１８万円，１６万円，１２万円，１０万円，８万円，５万円，４

万円）とされている（前記前提事実(3)ア(ア)ｂ，エ(ア)ａ(b)）。 

ｃ 配食加算金は，いずれも，当該地域社協における配食数を当てはめ

た場合に本件要綱によって算出される金額（５０００円の倍数）とさ

れている。 

ｄ 給食設備費又は設備費は，大半が０円又は５万円とされている。 

ｅ 新規事業費は，大半が０円又は１５万円とされている。 

ｆ 事務費は，平成１４年度は，１つの地域社協を除く全ての地域社協

について１万円とされており，平成１７年度は，ⅰ 区社協が，区域

内の地域社協の数に１万円を乗じた金額に２万円を加えた金額を受け

取り，地域社協は事務費を受け取らない区と，ⅱ 区社協は２万円を

受け取り，区域内の地域社協は１万円を受け取る区が存在し，a 区は

ⅱの方法を採っていた。 

(ウ) 本件地域社協に係る補助金の精算額は，本件地域社協が手元で保管

している前記アの控えと同じ金額が記載されていたが，平成１５年度

（前記ア(イ)）については，給食設備費が８万２９５０円，合計額が１

１８万４９５０円と記載されている点が，平成１９年度（前記ア(カ)）

については，配食数が３７９６食，活動費が９４万９０００円，合計額
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が１１５万８６００円とされている点が，それぞれ前記アの控えの記載

と異なっていた。 

(2) 前記前提事実(6)及び上記(1)によれば，本件市社協は，平成１４年度から

平成１９年度までの各年度の終了後に，区社協を通じて各地域社協から補助

金の精算額の申告を受け，当該金額と年度中に交付していた補助金との差額

の精算を行っていたところ，各地域社協は，申告する補助金の精算額を算定

するに当たっては，実際に支出した経費等の具体額を積算することなく，各

地域社協の実施した本件事業の配食数の数字等に応じた計算を行っており，

本件市社協も，各地域社協から申告された精算額をそのまま各地域社協に対

する補助金の交付額として大阪市に報告し，大阪市では，その報告内容に従

って，本件市社協との間で本件補助金の額を確定させていたものと認められ，

こうした処理の方法は具体的な証拠が提出されていない平成１３年度以前に

ついても同様であったものと推認できる。 

そして，本件要綱における補助金交付の対象となる経費の金額の定め方

（前記前提事実(3)ア，ウ）も考え併せれば，本件補助金の交付に関し，各

地域社協が本件事業として実施した配食数の実績に基づいて，そこから積算

される年間活動費の支給額を事後的に精算することは予定されていたものの，

それ以上に各地域社協が本件事業に関して支出した経費の具体額を積算し，

その過不足を精算することは予定されていなかったものとみるべきであり，

各地域社協が交付を受けていた本件補助金の額が，当該年度において当該地

域社協が本件事業に関して実際に支出した補助の対象に含まれる経費の額を

上回っていた場合でも，当該地域社協は，その差額を大阪市に返還する義務

を負わないと解するのが相当である。 

(3) これに対し，原告らは，ⅰ 使途の定められた補助金に余剰が出た場合

に返還義務が生じることは理の当然である，ⅱ 補助金の交付は，公益上必

要がある場合にのみ認められるところ，余った部分を交付先において貯蓄さ
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せる補助金は，公益上必要なものとはいえない，ⅲ 平成１９年度の本件要

綱１５条２項は，余った補助金の返還義務を明文で定めているなどと主張し

て，年度末に補助金の余剰が生じた場合，本件地域社協は，本件市社協及び

本件地区社協を通じてそれを大阪市に返還する義務を負うと主張する。 

しかし，ⅰ，ⅱについて，補助金の交付については公益上の必要性の判断

に加え，精算の要否を含め具体的にどのような方法で交付するかについても

被告の合理的な裁量に委ねられているものと解されるところ，本件事業の内

容（前記前提事実(2)）からみて，本件補助金交付の対象となる経費の金額

を本件要綱のように定めた上，実際に支出した経費の具体額との過不足を年

度ごとに行わないことにしたとしても，これを一概に合理性を欠いた，公益

上の必要が認められない措置とまではいえない。また，ⅲについて，平成１

９年度の本件要綱１５条２項が，確定した補助金額が交付した金額を下回る

場合は，本件市社協が大阪市にその差額を納付する義務を負うものとしてい

る（前記前提事実(3)エ(ア)）のは，交付した補助金額が配食数等の実績に基

づいて確定した補助金交付の対象となる経費の額を上回っていた場合に，本

件市社協が大阪市に対してその差額の返還義務を負う旨を定めているにすぎ

ず，実際に支出した金額との精算を要求しているものではないと解すること

ができるから，原告らの上記主張はいずれも採用できない。 

(4) 以上によれば，本件地域社協は，各年度に交付を受けた本件補助金の額

が当該年度の補助の対象となる支出の額を上回っていた場合でも，その差額

を大阪市に対して返還する義務を負うものではないというべきである。 

もっとも，本件補助金が本件事業を行うために要する経費として交付され

るものであり（前記前提事実(3)ア(ア)，ウ(イ)ａ），補助金の使用目的が補

助金交付の趣旨に沿わないと認められるときには，交付決定を取り消した上，

補助金を返還すべきことが予定されていること（同(3)ア(エ)，ウ(ア)ｇ）に

鑑みると，年度ごとに生じた余剰の精算・返還を要しないという扱いも，そ
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れが後年度に本件事業を行うために要する経費に充てられることを前提とし

て初めて是認されるところであって，余剰として保持したものも含め本件補

助金を上記経費以外の用途に使用した者は，法律上の原因なく大阪市の損失

の下にこれを利得したものとして不当利得返還義務を負うというべきである

し，故意・過失等の要件を満たす限りにおいて不法行為に基づく損害賠償義

務を負うことになる。 

こうした観点から，後記本案の争点ウについて検討を進めることにする。 

３ 本案の争点ウ（本件委員会の支出に，本件補助金から支出できないものが含

まれているか）について 

(1) 材料費について 

ア 原告らは，本件事業において提供する食事の材料費は利用料収入から支

出すべきであり，これに本件補助金を支出することは認められないと主張

する。 

イ しかし，本件要綱上，材料費が補助の対象に含まれないことを明示的に

定めた規定は存在しない。また，前記前提事実及び本件要綱の定め（前

記前提事実(3)）によれば，本件事業においては，配食又は会食の提供方

法として，ボランティアが調理したものを提供する方法と，業者から購入

したものを提供する方法とが予定されており，業者から購入した食事を提

供する食事サービスにおいては，材料費とその余の調理に要する費用を明

確に区別することは困難である。以上からすると，本件事業において提供

する食事の材料費は，本件補助金における補助の対象から排除されるもの

ではないと解するのが相当である。 

ウ この点について，原告らは，前記第２の４(2)ウ（原告らの主張）(ア)の

とおり指摘し，食事の材料費は補助の対象に含まれないと主張する。 

しかし，ⅰ 本件市社協要綱の文言をいう点については，本件訴訟では，

大阪市の被告補助参加人らに対する請求権の存否が問題とされているので
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あるから，補助の対象となる経費の範囲は，大阪市の定める要綱及び大阪

市の取扱いを基に判断すべきであり，本件市社協要綱において，食事サー

ビス対象者は食事に要する材料費相当額を負担とする旨が定められていた

ことから，大阪市との関係でも材料費を本件補助金から支出することが認

められないとまではいえない。ⅱ 本件事業の目的をいう点については，

材料費を補助の対象に含めることで，高齢者の健康増進と地域社会との交

流を深めることにつながらないとはいえないから，材料費が補助の対象に

含まれないとする根拠にはならない。ⅲ 本件要綱の文言をいう点につい

ては，「調理に要する経費」に材料費が含まれないという解釈が明確に導

かれるとはいえない。ⅳ 本件地域社協が材料費として計上すべきものを

除外して調整していたという点については，本件地域社協自身が材料費が

補助の対象にならないと考えた上で上記のような調整をしていたと認める

に足りる証拠はなく，また，そのように考えて調整をしていたとしても，

そのこと自体は材料費を本件補助金から支出することの適否の判断に直結

するものではない。ⅴ 大阪市の実施する社会福祉事業において利用者が

材料費を負担するものとされていることとの不均衡をいう点については，

確かにそうした見方はあり得ないわけではないものの，そのことが，本件

補助金において材料費が補助の対象に含まれないとする直接的な根拠にな

るとはいえない。 

エ 以上によれば，本件地域社協の支出のうち，摘要欄に材料費と記載され

ているものは補助の対象に含まれないとする原告らの主張は理由がない。 

(2) 材料費以外の支出について 

原告らは，材料費以外の本件委員会の支出にも，補助の対象に含まれない

ものがあると主張するので，以下検討する。 

ア 「実質的な材料費」について 

原告らは，別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「実質
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的な材料費」欄に金額が記入されている支出は，実質的には材料費に分類

されるべき支出であるから，補助の対象に含まれないと主張する。しかし，

材料費が補助の対象に含まれるものと解すべきことは，上記のとおりで

あるから，原告らの主張に理由はない。 

イ 「争いなし」について 

別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「争いなし」欄に

金額が記入されている支出については，被告も本件事業以外の目的で支出

されたものであると認めているし，被告補助参加人らも補助の対象に含ま

れない支出であることを積極的に争うものではない。したがって，当該支

出は補助の対象に含まれないと認めるのが相当であって，その合計金額は，

別表４の「違法支出額」，「補助対象外支出」，「争いなし」欄記載のと

おりである。 

ウ 「被告基準でも違法」について 

別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，「被告基準でも違

法」欄に金額が記入されている支出については，被告は特段の主張をして

おらず，被告補助参加人らも運営費・会費・寄付金等で賄えていると主張

するにとどまり（前記第２の４(2)ウ（被告補助参加人らの主張）(イ)，別

表５参照），補助の対象に含まれない支出であることを積極的に争うもの

ではない。したがって，当該支出は補助の対象に含まれないと認めるのが

相当であって，その合計金額は，別表４の「違法支出額」，「補助対象外

支出」，「被告基準でも違法」欄記載のとおりである。 

エ 「領収書なし」について 

(ア) 原告らは，別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，

「領収書なし」欄に金額が記入されている支出は，領収書がないもの又

は領収書が不完全なものであり，補助金の使用が認められないと主張す

る。 
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そこで検討するのに，弁論の全趣旨によれば，本件地域社協は，別の

補助金の受給に関し，住民監査請求による監査結果で，偽造の領収書を

提出していた，同一店からの領収書が多い，大量のお茶を果物店から購

入しているなどの問題を指摘され，Ｑが大阪市長に対して謝罪文を提出

していることが認められる。しかし，本件金銭出納帳の記載自体に特に

不自然なところもないことに照らすと，領収書が保存されていない，又

は領収書が不完全であるという点のみから，当然に補助金の使用が認め

られない支出であるとはいえない。 

(イ) 次に，個々の支出についてみると，証拠（甲１３）及び弁論の全趣

旨によれば，ⅰ 平成１０年４月１０日付け「ボランティア部会研修会

（観光バス代）」，「８万４０００円」は，心身障害児の児童福祉施設

訪問のための支出であり，ⅱ平成１３年１１月２日付け「ボランティア

研修（観光バス代）」，「１０万円」は，児童福祉施設訪問のための支

出であると認められるところ，これらが本件事業のために直接使用され

たものとはいえないにせよ，本件事業に携わるボランティアの研修目的

で児童福祉施設を訪問したとしても本件事業と関連性がないことが明ら

かであるとまではいえないから，本件事業を行うために要する経費に当

たると解するのが相当である。その余の支出についても，本件事業との

関連性がないことが明らかであるとまではいえないから，補助の対象に

含まれないとはいえない。 

オ 「給食設備費」について 

(ア) 原告らは，別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，

「給食設備費」欄に金額が記入されている支出は，備品等の購入費用で

あって，補助の対象に含まれないと主張し，その根拠として，平成１８

年４月１日改正までは本件要綱に「給食設備費」という項目が設けられ

ていなかったこと，本件要綱に項目が設けられた平成１８年度以降も，
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原告らは，「給食設備費」の申請をしていないことを，それぞれ指摘す

る。 

そこで検討するのに，まず，本件事業に使用する備品，消耗品費の買

換え及び追加購入に要する費用は，本件事業に必要な費用と考えられる

から，これを直ちに補助の対象に含まれないとするのは相当でない。ま

た，実際にも，前記２(1)によれば，本件市社協は，平成１７年度以前

も，各地域社協に対し，「給食設備費」を補助の対象に含める取扱いを

しており，大阪市でも当該取扱いを是認していたと認められる。したが

って，原告らの主張には理由がない。また，確かに「給食設備費」に関

する支出が明示的に認められ，これを申請，報告する取扱いが定められ

た後は，そうした手続を経ないまま，調理に要する経費又は年間運営費

等として交付を受けた補助金を当該支出に充てることは本来予定されて

おらず，適切なものとはいい難いが，上で述べたとおり，元々調理に要

する経費又は年間運営費から「給食設備費」を支出することが認められ

ていた経緯からすれば，平成１８年度以降の本件要綱の下でも，調理に

要する経費又は年間運営費から，「給食設備費」を支出することが一律

に許されないことになったと解するのは相当でない。したがって，本件

地域社協が「給食設備費」を申請していない年度においても，備品等の

購入費用に本件補助金を支出することが認められないとはいえない。 

(イ) さらに，個々の支出についてみると，証拠（甲１３）及び弁論の全

趣旨によれば，平成２０年３月２８日付け及び同年４月１４日付けの

「厨房改修工事半額支払」は，厨房の改修工事のための支出と認められ

るところ，平成１８年４月１日改正後の本件要綱が，給食設備費等の対

象から工事費用を明示的に除外していること（前記前提事実(3)ウ(イ)

ａ(a)ⅳ，ⅴ），合計額が１６５万円と相当多額であることからすると，

当該支出は，補助の対象に含まれないというべきである。 
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他方，その余の支出については，本件事業との関連性がないことが明

らかであるとまではいえないから，補助の対象に含まれないとはいえな

い。 

カ 「その他」について 

(ア) 原告らは，別表１の「補助金使用の是非」，「非とする理由」，

「その他」欄に金額が記入されている支出は，補助の対象に含まれない

と主張するところ，別表１の「備考」欄によれば，上記各支出は，ⅰ 

会議茶菓子代（資料番号１，３５，４３，４８，７１），ⅱ 手土産代

（同２），ⅲ 写真代（同７，９，１０，１２），ⅳ カラーコピー

（同５６），ⅴ 会館使用料（同６１）に分類できる。 

そこで検討するのに，ⅰ 会議茶菓子代について，本件委員会の会議

等は，本件事業を実施する上で必要なものであると考えられるから，当

該会議における茶菓子代についても，本件事業を行うために要する経費

に含まれないとまではいえない。 

ⅱ 手土産代について，本件地域社協は本件区社協を通じて本件補助

金の交付を受けるなど，本件事業を行う上で協力関係にあるといえるか

ら，本件区社協に対する手みやげについても，本件で問題となっている

金額の限度であれば，本件事業を行うために要する経費に含まれないと

まではいえない。 

ⅲ 写真代について，被告補助参加人らは，本件事業の実施について，

事業記録のために写真の撮影が必要と主張しており，本件事業との関連

性がないことが明らかであるとまではいえない。 

ⅳ カラーコピー代について，原告らは，Ｑが代表者を務める会社作

成の領収書が信用できないと主張するが，上記事実から直ちに支払の事

実が疑われるということはできず，本件事業との関連性がないことが明

らかであるとまではいえない。 
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ⅴ 西部会館の使用料について，本件事業に関連して西部会館を利用

することも考えられるところであり，本件事業を行うために要する経費

に含まれないとはいえない。 

(イ) 以上によれば，別表１の各「補助金使用の是非」，「非とする理

由」，「その他」欄に金額が記入されている支出は，いずれも本件補助

金の支出が認められるというべきである。 

４ 本案の争点エ（本件地域社協に対する不当利得返還請求権の成否）及びオ

（本件地域社協に対する損害賠償請求権の成否）について 

(1) 前記２(4)で判断したとおり，本件補助金を補助の対象に含まれる経費以

外の用途に使用した者は，その用途に使用した範囲で大阪市に対して不当利

得返還義務を負うべきところ，上記３で補助の対象に含まれないと判断した

支出（(2)イ，ウ，オ(イ)）については，その支出額につき不当利得返還義務

を負い，その支出内容に鑑みれば，これを支出した本件地域社協は悪意の受

益者と認めるのが相当である。 

(2) 返還額について，弁論の全趣旨（本案の争点アに係る当事者の主張）に

よれば，平成１０年度から平成１９年度までのいずれの年度においても，本

件委員会の支出額が，利用料収入及びその他の収入の額を上回っていると認

められる。したがって，それ以前の年度においても，本件委員会の支出の額

が，利用料収入及びその他の収入の額を上回っていると推認できるから，平

成１０年４月１日時点で本件委員会が保有していた金員は，いずれも平成９

年度までに交付を受けた本件補助金の残金であると認めるのが相当である。

そうすると，上記金員を平成１０年度以降の補助の対象に含まれない支出に

充てることも認められないと解される。 

そして，平成１０年度から平成２０年度までの本件委員会による支出のう

ち，本件補助金の対象とならない支出の額は，年度ごとに以下のとおりとな

り，いずれも対応する年度におけるその他の収入の額を上回っている。 
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 補助対象外支出 その他の収入 差額 

平成１２年度 １１８万９６００円 ３６万９５６７円 ８２万００３３円 

平成１４年度 ２９万９１８７円 ９万７０３３円 ２０万２１５４円 

平成１５年度 ７９万６０６５円 ３５万０２１４円 ４４万５８５１円 

平成１６年度 １３２万４２３０円 ４０万００３１円 ９２万４１９９円 

平成１７年度 １万円 ３１円 ９９６９円 

平成１８年度 ５０００円 ２３２４円 ２６７６円 

平成１９年度 ２７３万５４５０円 ８９万９０６８円 １８３万６３８２円 

平成２０年度 ８２万５０００円 ２７４２円 ８２万２２５８円 

(3) 以上のとおり，本件地域社協は，平成１２年度から平成２０年度まで

（ただし，平成１３年度を除く。）の各年度において，本件補助金のうち上

記(2)「差額」欄記載の金額を補助の対象に含まれない支出に充てているか

ら，大阪市は同額の損失を被っており，本件地域社協は同額の支出を本件補

助金以外の原資からすることを免れ，法律上の原因なく利得を得ていたと認

められる。 

さらに，上記(2)の補助の対象に含まれない支出の内容に鑑みれば，Ｑは，

本件地域社協の会長・本件委員会の委員長として，本件委員会の会計及び本

件補助金の使途について責任を持つべき地位にあり，それまでの収支の状況

からみて，上記各支出がその他の収入のみで賄えないことを認識しながら，

本件補助金の一部をこれに充てることを認めていたものであって，故意又は

過失に基づいて本件補助金を目的外に支出しており，その違法な行為によっ

て大阪市に損害を与えたものというべきである。したがって，Ｑは，大阪市

に対し，上記損害について不法行為に基づく賠償義務を免れない。また，Ｑ

の上記行為は，本件地域社協の代表者会長として行ってきたものとみること
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ができるから，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律７８条の準用に

より，本件地域社協も大阪市に対して損害賠償義務を負う。 

(4) ところで，本件地域社協は各年度の翌年４月頃，各年度に本件委員会が

実施した本件事業の実施状況を記載した報告書を作成し，本件区社協との間

で補助金の確定手続をしていたこと（前記前提事実(3)，(6)，２(1)）からす

ると，本件地域社協が本件補助金を補助の対象に含まれない支出に充てたこ

とが確定し，不当利得返還請求権及び損害賠償請求権が発生するのは，当該

各年度の末日が経過した時点というべきである。したがって，本件地域社協

が本件補助金の交付を受けていた平成１２年度から平成１９年度まで（ただ

し，平成１３年度を除く。）の各年度については，当該各年度の末日の翌日

である４月１日から法定利息等が発生するというべきである。 

そして，平成２０年度については，本件地域社協に対して本件補助金は交

付されておらず（前記前提事実(4)エ参照），補助金額の確定手続が行われ

ることはないものの，前年度までと同様，平成２０年４月１日から平成２１

年３月３１日までを一つの年度として事業実施状況を集計し，収支の決算を

行っていたと考えられるから，平成２０年度の末日の翌日である平成２１年

４月１日から法定利息等が発生すると解するのが相当である。 

５ 本案の争点カ（消滅時効の成否）について 

(1) 地方自治法２３６条１項が金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の

権利及び普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものにつ

き５年の消滅時効期間を定めたのは，普通地方公共団体の権利義務を早期に

確定させる必要があるなど，主として行政上の便宜を考慮したことに基づく

ものであるから，同項の５年の消滅時効期間の定めは，行政上の便宜を考慮

する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないもの

について適用されるものと解すべきである（会計法３０条についての最高裁

昭和５０年２月２５日第三小法廷判決・民集２９巻２号１４３頁参照）。 
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(2) 本件において問題となるのは，普通地方公共団体が，補助金の交付決定

を行うに際して定めた条件に反して本件地域社協が本件補助金を支出したこ

とによって取得する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権であるところ，

本件補助金の交付は贈与契約の性質を有すると解されること，上記条件は補

助金に係る予算執行の適正化を図る目的で定められたものであって，５年の

消滅時効を認め権利義務を早期に確定させてしまうと，かえって上記行政目

的に反する結果を招くことからすれば，上記各請求権は，行政上の便宜を考

慮する必要がある金銭債権やそれに準ずるものには当たらないとみるのが相

当である。 

したがって，不当利得返還請求権並びに不法行為又は一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律７８条に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間につ

いては，地方自治法２３６条１項ではなく，民法１６７条１項及び７２４条

が適用されると解するのが相当である。 

(3) 甲事件監査請求がされた平成２０年３月１２日以前に，大阪市が損害及

び加害者を知ったことを認めるに足りる証拠はないから，大阪市が被告補助

参加人らに対する訴訟告知を申し立てた平成２０年７月３１日時点では，不

当利得返還請求権に係る消滅時効が成立していないことに加え，損害賠償請

求権に係る消滅時効も成立していない。したがって，大阪市の被告補助参加

人らに対する各請求権が時効消滅したとする被告の主張は採用できない。 

６ 本案の争点キ（返還額又は損害額の算定において本件市社協による返還額を

控除することの可否）について 

前記前提事実(9)によれば，大阪市は，本件市社協に対し，平成１４年度か

ら平成１９年度までに交付した本件補助金について，本件地域社協に対して交

付されたものの一部に相当する部分の交付を取り消す趣旨で，合計２４８万６

２６２円の一部取消決定を行い，本件市社協は，大阪市に対し，上記金員を支

払ったと認められる。これにより，本件地域社協が本件補助金を補助の対象に
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含まれない支出に充てたことによって大阪市の被った損失，損害の一部が填補

されたというべきであるから，大阪市の本件地域社協に対する各請求権は，一

部消滅するというべきであり，これに反する原告らの主張は採用できない。 

７ 本案前の争点ア（甲事件の訴えの適法性）について 

(1) 被告は，大阪市は，本件地域社協に対し，直接補助金の返還請求等をす

べき立場にはなく，これを行うことができないなどとして，甲事件の訴えは

不適法なものであり，却下されるべきであると主張する。 

しかし，甲事件原告らの請求が主張自体失当であり，理由がないことは本

案における実体判断の問題であって，訴訟要件の問題には当たらないから，

被告の上記主張は採用できない。 

(2) なお，乙事件原告らが乙事件の訴えを提起した理由（前記第２の４(1)イ

（原告らの主張）参照）に鑑み，甲事件の訴えの審理範囲に，甲事件監査請

求後に行われた本件補助金の支出の適否が含まれるか否かを検討する。 

前記前提事実(8)のとおり，甲事件原告らは，平成２０年３月１２日にさ

れた甲事件監査請求において，本件地域社協が本件補助金を不正に受給して

いるとして，被告に対し，過去に遡って返還請求等必要な措置を講ずるよう

勧告することを求めており，同年５月７日に監査請求を棄却する決定がされ

たところ，証拠（乙１４）によれば，大阪市は，本件市社協に対し，平成１

９年４月２０日付けで平成１９年度の本件補助金の交付決定をしていたと認

められるから，平成１９年度に交付された本件補助金についても甲事件監査

請求の対象に含まれていることになる。そして，前記２(2)，(4)，４(4)で判

断したとおり，本件地域社協が交付を受けた本件補助金に余剰が生じたとし

ても，年度末に返還する義務を負わず，本件補助金を補助の対象に含まれな

い支出に充て，その年度が経過した時点で各請求権が成立したものとみるべ

きものではあるが，甲事件監査請求が平成１９年度までに交付された本件補

助金の使途を問題として必要な措置を講ずるよう勧告することを求めている
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ことからすれば，目的外の支出が甲事件監査請求よりも後に行われ，各請求

権が発生したとしても，当該事実は甲事件監査請求及び甲事件の審理対象に

含まれると解するのが相当である。 

８ 本案前の争点イ（乙事件の訴えの適法性）について 

甲事件の訴えと，乙事件の訴えは，請求の趣旨，大阪市が被告補助参加人ら

に対して行使すべき請求権の内容及びその発生原因事実として原告らがそれぞ

れ主張する事実関係がいずれも重複しているところ，甲事件の訴えが適法に当

裁判所に係属していることは上記１のとおりである。 

したがって，乙事件の訴えは，地方自治法２４２条の２第４項に反して不適

法であり，却下を免れない。 

９ 時機に後れた攻撃防御方法の主張について 

原告らは，被告補助参加人らの丙２１，２２に係る証拠申出は，時機に後れ

た攻撃防御方法として，民事訴訟法１５７条１項に基づき却下されるべきであ

ると主張する。しかし，これを採用することによって，本件訴訟の完結が遅延

したとの事情は認められないから，原告らの主張は採用できない。 

１０ 結論 

以上の次第であり，大阪市は，本件地域社協及びＱに対し，別表７「損失

額・損害額」，「発生額」欄記載の金額の不当利得返還請求権及び損害賠償請

求権を取得したと認められる。これに，本件市社協が平成２０年６月３日付け

で大阪市に支払った２４８万６２６２円を，同日までに生じた遅延損害金に充

当し，その残額を元本に充当すると，同表のとおり，甲事件の請求は，残元本

合計額の３１８万１０２１円及び平成２１年３月３１日までに発生した法定利

息等９万７０７２円並びに残元本に対する同年４月１日から支払済みまで年５

分の割合の金員の支払を請求することを求める限度で理由があるから，その限

度で認容することとし，その余は理由がないから，これらをいずれも棄却する。

また，乙事件の請求に係る訴えは不適法であるから却下することとして，主文
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のとおり判決する。 
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